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献
呈
の
こ
と
ば

　
令
和
二
年
三
月
三
一
日
を
も
っ
て
、
熊
本
大
学
法
学
会
会
員
で
あ
る
山
崎
広
道
教
授
、
平
田
元
教
授
、
橋
本
眞
教
授
の
三
名
の
教
授

が
熊
本
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
部
を
定
年
退
職
さ
れ
ま
す
。
先
生
方
は
、
長
年
に
わ
た
り
法
学
部
お
よ
び
大
学
院
の
教
育
と

研
究
の
充
実
発
展
に
尽
力
さ
れ
、
そ
の
ご
功
績
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
熊
本
大
学
法
学
会
は
、
長
年
に
わ
た

る
先
生
方
の
ご
貢
献
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
る
た
め
に
、
こ
こ
に
退
職
記
念
号
を
刊
行
し
、
惜
別
の
念
を
込
め
て
献
呈
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

　
山
崎
広
道
教
授
は
、
昭
和
五
三
年
三
月
大
東
文
化
大
学
法
学
部
を
卒
業
後
、
同
年
四
月
に
大
東
文
化
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士

課
程
に
進
学
し
昭
和
五
五
年
三
月
に
同
課
程
修
了
、
さ
ら
に
昭
和
五
十
六
年
四
月
に
は
同
大
大
学
院
経
済
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
課

程
に
入
学
、
同
課
程
を
昭
和
五
八
年
三
月
に
修
了
さ
れ
、
法
学
と
経
済
学
の
二
つ
の
修
士
号
を
修
め
ら
れ
ま
し
た
。
同
大
助
手
を
経
て

昭
和
六
二
年
四
月
に
高
山
短
期
大
学
講
師
に
採
用
さ
れ
、助
教
授
を
経
て
平
成
六
年
四
月
に
教
授
に
昇
任
、平
成
一
一
年
に
は
博
士
〔
法

学
〕
の
学
位
を
取
得
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
一
三
年
四
月
に
熊
本
大
学
法
学
部
に
租
税
法
担
当
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
、
以
来
一
九
年

の
長
き
に
わ
た
り
、
法
学
部
、
大
学
院
法
学
研
究
科
、
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
並
び
に
法
曹
養
成
研
究
科
で
多
く
の
学
生
及
び

大
学
院
生
の
教
育
研
究
指
導
に
当
た
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
研
究
の
面
で
は
、「
租
税
手
続
法
の
比
較
法
的
研
究
―
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
及
び
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
租
税
手
続
法
に
つ
い
て
―
」「
更
生
の
請
求
の
要
件
―
計
算
誤
り
の
認
定
に
つ
い
て
―
」「
処
分
理
由

と
し
て
求
め
ら
れ
る
附
記
理
由
の
内
容
」な
ど「
租
税
手
続
に
お
け
る
諸
問
題
」に
関
す
る
論
考
を
数
多
く
世
に
問
う
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

学
会
に
お
い
て
は
日
本
税
法
学
会
常
務
理
事
、
日
本
税
法
学
会
九
州
地
区
研
究
委
員
長
な
ど
要
職
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
大
学
の
管
理



運
営
面
で
は
、
平
成
一
九
年
四
月
か
ら
法
学
部
長
を
四
期
八
年
に
わ
た
り
務
め
ら
れ
、
平
成
二
七
年
四
月
か
ら
今
日
ま
で
熊
本
大
学
理

事
・
副
学
長
と
し
て
大
学
全
体
の
運
営
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
社
会
活
動
も
各
種
審
議
会
委
員
な
ど
多
方
面
に
わ
た
り
、
と
り

わ
け
税
理
士
会
と
本
学
と
の
関
係
構
築
の
礎
を
築
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
平
田
元
教
授
は
、
昭
和
五
二
年
三
月
愛
媛
大
学
法
文
学
部
を
卒
業
後
、
同
年
四
月
に
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
に
入

学
、
昭
和
五
四
年
三
月
に
同
課
程
を
修
了
し
博
士
後
期
課
程
に
進
学
、
昭
和
五
七
年
三
月
に
同
課
程
を
単
位
取
得
退
学
さ
れ
た
後
、
九

州
大
学
助
手
を
経
て
昭
和
六
三
年
四
月
に
三
重
大
学
人
文
学
部
に
講
師
と
し
て
赴
任
さ
れ
ま
し
た
。
翌
平
成
元
年
四
月
に
は
助
教
授
に

昇
任
、
平
成
七
年
四
月
に
同
大
教
授
と
な
ら
れ
た
後
、
平
成
一
五
年
四
月
に
熊
本
大
学
法
学
部
の
刑
事
訴
訟
法
担
当
教
授
と
し
て
本
学

に
着
任
さ
れ
、
翌
一
六
年
四
月
大
学
院
法
曹
養
成
研
究
科
の
設
置
に
よ
る
配
置
換
え
に
よ
り
同
研
究
科
に
移
籍
、
今
日
ま
で
一
七
年
の

長
き
に
わ
た
り
法
曹
養
成
研
究
科
を
は
じ
め
多
く
の
学
生
及
び
大
学
院
生
の
教
育
研
究
指
導
に
貢
献
さ
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
研
究
の

面
で
は
、「
上
訴
審
に
よ
る
自
由
心
証
主
義
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
刑
事
陪
審
と
上
訴
制
度
―『
内
在
的
疑
い（lurking 

doubt

）』
を
中
心
に
」
を
は
じ
め
「
事
実
認
定
論
」
な
ら
び
に
「
上
訴
審
の
構
造
論
」
に
関
す
る
論
考
を
数
多
く
発
表
さ
れ
、
平
成

二
九
年
に
は
研
究
の
集
大
成
で
あ
る
単
著
『
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
片
面
的
構
成
―
事
実
認
定
と
上
訴
を
め
ぐ
っ
て
』（
成
文
堂
）
を
上

梓
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
刑
法
学
会
、
九
州
法
学
会
会
員
と
し
て
活
躍
さ
れ
る
と
と
も
に
、
熊
本
県
弁
護
士
会
懲
戒
委
員
会
委
員
な
ど

社
会
貢
献
に
も
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。
大
学
の
管
理
運
営
の
面
で
は
、
各
種
委
員
会
委
員
の
ほ
か
、
平
成
二
六
年
四
月
か
ら
二
年
間
、
大

学
院
法
曹
養
成
研
究
科
長
の
重
責
を
担
わ
れ
ま
し
た
。

　
橋
本
眞
教
授
は
、
昭
和
五
三
年
三
月
横
浜
市
立
大
学
文
理
学
部
を
卒
業
後
、
同
年
四
月
に
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前

期
課
程
に
進
学
し
昭
和
五
六
年
三
月
同
課
程
を
修
了
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
に
明
治
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
に
入
学

し
平
成
元
年
三
月
に
同
課
程
を
単
位
取
得
退
学
さ
れ
た
後
、
同
年
四
月
宮
崎
大
学
教
育
学
部
に
助
教
授
と
し
て
赴
任
さ
れ
ま
し
た
。
平



成
一
三
年
に
同
大
学
教
授
に
昇
任
さ
れ
た
後
、
平
成
一
六
年
四
月
に
熊
本
大
学
大
学
院
法
曹
養
成
研
究
科
の
民
法
担
当
教
授
と
し
て
本

学
に
着
任
さ
れ
ま
し
た
。
以
来
一
六
年
の
長
き
に
わ
た
り
法
曹
養
成
研
究
科
を
は
じ
め
多
く
の
学
生
及
び
大
学
院
生
の
教
育
研
究
指
導

に
貢
献
さ
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
研
究
の
面
で
は
、「
人
格
権
法
の
展
開
と
構
成
」
の
研
究
テ
ー
マ
に
関
し
て
、「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け

る
用
益
権
に
つ
い
て
の
一
考
察
」「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
『
名
誉
』
の
侵
害
に
つ
い
て
」「
名
誉
感
情
侵
害
と
『
社
会
的
評
価
の
低
下
』」

な
ど
数
多
く
の
論
文
を
公
に
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
九
州
法
学
会
理
事
を
務
め
ら
れ
る
な
ど
日
本
私
法
学
会
、
日
本
農
業
法
学
会
会
員

と
し
て
学
会
活
動
に
携
わ
ら
れ
、
他
方
、
熊
本
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
会
長
、
宇
土
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
等
審
査
会
会
長
な

ど
要
職
を
歴
任
さ
れ
ま
し
た
。
大
学
の
管
理
運
営
の
面
で
は
、
各
種
委
員
会
委
員
の
ほ
か
、
平
成
二
二
年
四
月
か
ら
四
年
間
、
大
学
院

法
曹
養
成
研
究
科
長
の
重
責
を
担
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
山
崎
広
道
教
授
、
平
田
元
教
授
、
橋
本
眞
教
授
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
学
部
、
大
学
院
を
は
じ
め
本
学
の
法
学
教

育
と
研
究
、
さ
ら
に
は
大
学
運
営
や
社
会
貢
献
活
動
に
お
い
て
も
大
き
な
業
績
を
残
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
国
立
大
学
の
法
人
化
、
法

科
大
学
院
制
度
の
創
設
な
ど
、
戦
後
の
大
学
制
度
改
革
の
大
き
な
節
目
の
な
か
で
教
育
、
研
究
、
組
織
運
営
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
豊
富
な
経
験
と
見
識
を
持
た
れ
た
先
生
方
の
退
職
は
、
法
学
部
、
大
学
院
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
損
失
で
は
あ
り
ま
す

が
、
先
生
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
今
後
と
も
本
学
を
見
守
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
と
も
に
益
々
の
ご
壮
健
で
過
ご
さ
れ
る
こ
と
を
お
祈

り
し
、
こ
れ
ま
で
の
ご
功
績
に
対
し
て
法
学
会
を
代
表
し
て
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
令
和
二
年
三
月

熊
本
大
学
法
学
会
会
長

　
　
鈴
木

　
桂
樹

　
　


